
議案第８５号  

 

 

   権利の放棄について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２７年  ９  月  ２  日  

 

 

提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により，提案するものでありま

す。  



   権利の放棄について  

 

 

 市は，次の債権を放棄する。  

 

 

１  債権の内容  

  延長保育利用料  

２  債務者  

  ３３人  

３  放棄する債権額  

  ４６９，５００円  

４  放棄の理由  

  当該債権の消滅時効における５年の時効期間（民法（明治２９年法律第

８９号）第１６９条）の経過により，裁判手続による執行の方法を利用す

ることが事実上できず，収納が困難であるため  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参  考）  

延長保育利用料  

放棄対象債権内訳表  

番号 放棄する債権額 利  用  月 備     考 

１ 10,000円 平成１８年１０月～平成１９年１月 市内在住 

２ 

 

 

7,500円 平成１８年１１月，１２月，平成１９年２月 

 

平成年３月 

市内在住 

３ 13,000円 平成１８年１１月，平成１９年１２月，平成 

２０年２月，８月 

市内在住 

４ 2,500円 平成１８年４月 市内在住 

５ 30,000円 平成１８年４月～平成１９年３月 市内在住 

６ 30,000円 平成１８年４月～平成１９年３月 市内在住 

７ 111,500円 平成１８年５月～平成２１年３月 市内在住 

８ 10,500円 平成２１年７月～９月 市内在住 

９ 28,000円 平成１９年１２月，平成２０年９月～平成２１

年３月 

市内在住 

１０ 2,500円 平成１９年２月 市内在住 

１１ 7,000円 平成１９年４月，５月 市内在住 

１２ 21,000円 平成１９年６月～１１月 市内在住 

１３ 21,000円 平成１９年７月，８月，１２月～平成２０年３

月 

市内在住 

１４ 3,500円 平成２０年１０月 市内在住 

１５ 3,500円 平成２０年１０月 市内在住 

１６ 3,500円 平成２０年１０月 市内在住 

１７ 3,500円 平成２０年１０月 市内在住 

１８ 

 

 

3,500円 平成２０年１０月 所在等不明 

１９ 7,000円 平成２０年１０月，平成２１年１月 市内在住 

 ２０ 10,500円 平成２０年１０月，１１月，平成２１年３月 市外転出 

 ２１ 

 

21,000円 平成２０年１０月～平成２１年３月 市外転出 

 ２２ 3,500円 平成２０年１２月 市内在住 

２３ 3,500円 平成２０年１２月 市内在住 



２４ 

４ 

3,500円 平成２０年１２月 市内在住 

２５ 14,000円 平成２０年１２月，平成２１年１月 市内在住 

２６ 7,000円 平成２０年４月，７月 市内在住 

２７ 56,000円 平成２０年９月～平成２１年１２月 市外転出 

２８ 3,500円 平成２１年１月 市外転出 

２９ 3,500円 平成２１年２月 所在等不明 

３０ 3,500円 平成２１年２月 市外転出 

３１ 3,500円 平成２１年３月 市内在住 

３２ 3,500円 平成２１年３月 市内在住 

３３ 14,000円 平成２１年９月～１２月 市外転出 

納期限  各利用月の末日  時効期間  ５年  

 

 


